
スポーツの定義について 

 

１ スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）※抜粋 

前文 

スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の

獲得、自律心その他の精神の涵かん養等のために個人又は集団で行われる運動

競技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化

的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。―略― 

 

 

２ スポーツ基本計画（文部科学省）※抜粋 

第２章 中長期的なスポーツ政策の基本方針 

１ スポーツで「人生」が変わる！ 

―略― 

スポーツには，競技としてルールに則り他者と競い合い自らの限界に挑戦す

るものや，健康維持や仲間との交流など多様な目的で行うものがある。例えば

散歩やダンス・健康体操，ハイキング・サイクリングもスポーツ※1として捉え

られる。 

このように，スポーツは文化としての身体活動を意味する広い概念であり，

各人の適性や関心に応じて行うことができ，一部の人のものではなく「みんな
・ ・ ・

の
・

もの
・ ・

」である。―略― 

 

※1 スポーツには，オリンピック・パラリンピック競技種目のようなものだけでなく，野外活動

やスポーツ・レクリエーション活動も含まれる。また，新たなルールやスタイルで行うニュース

ポーツも注目されるようになってきている。 
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